
 

 

2019 年 10 月 18 日 

各    位 
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宮崎県（知事：河野 俊嗣）と、ＷＡＳＨハウス株式会社（代表取締役社長：児玉 康孝）は、災害時におい

て被災者等に洗濯環境を提供することを目的とした協定を、2019 年 10 月 18 日に締結しましたのでお知らせ

いたします。 

このたびの協定締結を機に、宮崎県と緊密な連携・協力を行い、円滑な災害復旧に貢献できるように努めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．協定の概要 

1：災害時において即時に洗濯が必要な緊急事態の場合、ＷＡＳＨハウス店舗の洗濯設備を被災者等に無

料又は最低価格で提供 

2：災害時において避難生活が長期化する場合、ＷＡＳＨハウス店舗の洗濯設備を被災者等に最低価格ま

たは割引価格で提供 

3：災害時において避難生活が長期化する場合、ＷＡＳＨハウスが保有する「移動式ランドリー車」を被

災地に出動させ、洗濯設備を被災者等に無料で提供 
 

２．締結の背景 

地域で必要とされる店舗づくりを行っていれば企業は永続的に存在できる、それがＷＡＳＨハウスの基本

的な考え方です。この考え方に基づいてお客さま本位の店舗運営に努めて参りました。 

コインランドリーは地震や水害などの災害発生時にその機能を発揮する社会インフラの一つとも言えま

す。ＷＡＳＨハウスはこれまでにも、災害時にすべての機械をスイッチ代わりの 100 円でご利用いただくな

ど、小さなお子さまを抱えているご家庭や地域の方々に大変喜んでいただきました。 

このたび、宮崎県とＷＡＳＨハウス株式会社の相互協力により、災害時の避難生活を衛生的に維持するた

めに必要な洗濯ができる環境を被災者等に提供することを目的として「災害時における洗濯環境の提供に関

する協定」の締結に至りました。 

 

 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 

ＷＡＳＨハウス株式会社 経営企画室 担当：前田 

TEL：0985-24-0000  FAX：0985-24-0099  mail：kikaku@wash-house.jp 

 

宮崎県と「災害時における洗濯環境の提供に関する協定」を締結 

 


